
平成 27年９月 14日提出 

 

（宛先）鎌倉市議会議長 

 

議員名  上畠 寛弘 

 

神奈川県・横浜市・鎌倉市・逗子市世界遺産登録委員会に関する質問主意書 

 

鎌倉市議会基本条例第７条第３項（鎌倉市議会会議規則第 105条）の規定により次のと

おり質問する。 

 

１ 件名 

神奈川県・横浜市・鎌倉市・逗子市世界遺産登録委員会運営について 

 

２ 質問の要旨 

神奈川県・横浜市・鎌倉市・逗子市世界遺産登録推進委員会の負担金の市負担分の算

出根拠は何か。市負担分は妥当と考えるか。 

当該委員会の構成自治体は加入、脱退など見直ししないのか。 

事務局はどこか。運営方針は何か。今後の委員会の予定は何か。 

委員会運営費の内訳はどのようになっているのか。 

決算方法についてはどのように行なわれ、運営についてどのように妥当性を見極める

のか。 

鎌倉市の意見はどのように反映されるのか。反映されなかったことはあるか。 

 

３ 答弁を求める者 

担当部長、市長 

 

４ 答弁の期限 

有（平成  年  月  日まで） ・ ○無  

（理由：決算等の認定等の賛否等に係る為、可及的速やかな答弁を求める。） 


